
 

 

 

 
 

 
 

 

認定こども園は、幼稚園と保育所のうち、以下の機能を備えるものとして県から認定された施設です。

① 小学校就学前の子どもに幼児教育・保育を提供します。 

保護者が働いている、いないにかかわらず子どもを受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能

② 地域における子育て支援を実施します。 

すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを

行う機能 

認定こども園には多様なタイプが認められていますが、認定こども園の認定を受けても、幼稚園や保

育所の位置づけは変わりません。 

 

 

市内には、私立幼稚園が保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備

えることにより、認定こども園の認定を受けた幼稚園型認定こども園が開設されています。 

幼稚園型認定こども園の利用は、希望する施設に直接申込み、契約を結んで入園することとなります。 

保護者や地域の多様なニーズに応える認定こども園 

認定こども園の認定を受けた相模原市内の施設

施設の名称 
認定こども園 

田名幼稚園 

認定こども園 

ひばりっ子クラブ 

認定こども園 

大野文化こども園 

認定取得日 平成２１年４月１日 平成２１年４月１日 平成２１年１１月１日 

住所 中央区水郷田名１－１６－３ 中央区淵野辺４－３１－７ 南区大野台５－１－１１ 

電話番号（問合せ先） 042-761-1606 042-755-0394 042-756-1218 

施設ホームページ http://www.tanayouchien.com/ http://www.hibari-kinder.ac.jp/ http://www.oonobunka.com/ 

開園日数・時間 
月～金 8:00～17:30  

開園日 年 230 日以上 

月～金 7:40～19:00  

開園日 年 240 日以上 

月～金 8:00～19:00  

開園日 年 240 日以上 

施設の名称 
認定こども園 

城山わかば幼稚園 

認定こども園 

たいようのこ 

認定こども園 

げんきっこ 

認定取得日 平成２２年４月１日 平成２２年４月１日 平成２３年４月１日 

住所 緑区若葉台６－５－１４ 緑区原宿南３－６－１０ 緑区大島１３０４－２ 

電話番号（問合せ先） 042-782-8185 042-782-6332 042-761-3464 

施設ホームページ http://www3.ocn.ne.jp/~swakaba/ http://www.taiyo-no-ko.ednet.jp/ http://www.ohsawa-2.ednet.jp/ 

開園日数・時間 
月～金 8:00～18:00  

開園日 年 230 日以上 

月～金 8:30～18:00  

開園日 年 230 日以上 

月～金 8:30～18:00 

開園日 年 230 日以上 

市内に幼稚園型認定こども園（対象児童 満３歳から５歳）が開設 

小学校就学前の教育・保育ニーズに対応する新たな選択肢 

認定こども園 
保護者が働いている、いないにかかわらずすべての子どもが利用できます。

幼稚園と保育所の良いところを活かす 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

幼稚園型認定こども園 ＱａｎｄＡ 保護者の方々からのよくある質問にお答えします。 

Ｑ 1 
何歳から入園できますか。 

また、入園の手続きはどうするのですか。 

Ａ 1 

 本市に開設されている幼稚園型認定こども園では、満３歳

～５歳児が入園することができます。 

 入園に際しては、施設に直接申し込み、契約を結んで入園

することになります。新学期（４月１日）から入園のケースで

は、前年の１０月１５日に願書配布、１１月１日に願書提出とな

ります。 

 年度途中の入園についても施設に直接お問合せください。 

Ｑ ３ 
どのくらいの時間預かってもらえますか。 

夏休みも預かってもらえますか。 

 幼稚園と同様の１日４時間程度の短時間利用から、保育所

と同様の１日９～１１時間までの長時間利用など、柔軟に保育

時間を選択することができます。 

  開園日については、年間２３０日以上が確保されており、幼

稚園の長期休業期間中（夏休みなど）においても保育を行い

ます。休園日は、日曜日、祝祭日等のほか、保育所と異なり

土曜日が休園日となります。 

Ａ ３ 

Ｑ ２ 
利用料はどうなっているのですか。 

また、公的補助はありますか。 

Ａ ２ 

 幼稚園の通常の保育時間を超える長時間利用は、別に利

用料がかかります。 

 公的補助については、短時間・長時間利用にかかわらず私

立幼稚園就園奨励補助金の交付対象となります。また、長時

間利用料については、保護者が就労しているなどの、保育所

入所に際しての要件を満たすと、幼稚園型認定こども園長時

間利用料負担軽減補助金の交付対象となります。 

Ｑ ４ 
認定こども園で行っている子育て支援

サービスを利用したいのですが、どうすれ

ばいいですか。 

 認定こども園では、在園児のみならず地域の全ての子ど

ものための子育て支援を行うことになっています。各施設で

は、子育て相談、未就園児の親子登園や地域との交流事

業など、さまざまな取り組みを行っています。 

 サービス内容や利用方法については、施設に直接お問合

せください。 

Ａ ４ 

Ｑ ５ 

Ａ ５ 

子どもたちは認定こども園でどのように過ごすのですか。 

 幼稚園教員免許状や保育士資格を持った職員が、子どもの教育・保育を行います。 

 概ね９時から１４時まで間は、幼稚園の教育時間としてすべての園児が共通の時間を過ごします。 

また、教育時間の前後等についても、保護者の希望により保育を受けることができます。 

←                                      長時間利用               → 
幼稚園の教育時間（４時間程度） 

←     短時間利用     → 

朝（順次登園） お昼（給食またはお弁当） 夕方（順次降園）（おやつ） 

制度に関するお問い合わせ

相模原市健康福祉局こども育成部保育課 

℡ ： ０４２（７６９）９８１２ 

E-mail  ： hoiku@city.sagamihara.kanagawa.jp 

相模原市ホームページもご覧ください。 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 

 認定こども園に関する情報は、トップページ「ライフイ

ベントから探す」→「入園・入学」からご覧ください。 

私立幼稚園でも「預かり保育」の利用ができます。 
 

本市に開設されている私立幼稚園では、全ての園で在園児を

対象とした預かり保育（幼稚園教育時間終了後等の保育）を利

用することができます。 また、夏休みなどの長期休業期間中に

も預かり保育を行う園も増えています。 保育時間や利用料に

ついては、各幼稚園に直接お問合せください。 

○ 相模原市ホームページ（「幼稚園の一覧」） 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/002270.html 


